
●相談会場：市役所６階 広聴・相談課

相談名 相談時間 相談日

一般相談・市政相談 8:30～17:15 平日

弁護士相談  　 【事前予約】 13:00～16:00
 　　１日（水）
 　　８日（水）
　 ２２日（水）

公証業務相談　【事前予約】 13:00～15:00 １５日（水）

司法書士相談 　【事前予約】 13:00～16:00 　９日（木）

建築相談  　    【事前予約】 13:00～16:00 　２日（木）

税理士相談  　  【事前予約】 13:00～16:00 　６日（月）

交通事故相談 【事前予約】 10:00～15:00
１４日（火）
２８日（火）

福岡出入国在留管理局に
よる相談　  【事前予約】

13:00～15:00 　２日（木）

行政相談    【事前予約】 13:00～16:00 １０日（金）

人権相談    【事前予約】 13:00～16:00 １７日（金）

マンション管理士相談
            【事前予約】

13:00～16:00 ２４日（金）

不動産相談 13:00～16:00
１３日（月）
２７日（月）

行政書士相談 10:00～15:00 　７日（火）

社会保険労務士相談 10:00～15:00 　３日（金）

土地家屋調査士相談 13:00～16:00 ２３日（木）

●巡回会場：各総合支所
相談名 時間 田主丸総合支所 北野総合支所 城島総合支所 三潴総合支所

一般相談　 　 　【事前予約】 10:00～16:00 　１６日（木） 　２日（木） ２３日（木） 　９日（木）

弁護士相談　 　【事前予約】 13:30～15:30   　３日（金） ２０日（月） 　９日（木） ２８日（火）

行政相談    【事前予約】 13:00～16:00 　１０日（金） １０日（金） １０日（金） １０日（金）

人権相談　　【事前予約】 13:00～16:00   １７日（金） １７日（金）

●巡回会場：各市民センター
相談名 時間 耳納市民センター 筑邦市民センター 上津市民センター 千歳市民センター 高牟礼市民センター

一般相談　 　 　【事前予約】 10:00～16:00   　７日（火） １４日（火） ２８日（火） ２１日（火） 　　３日（金）

弁護士相談　 　【事前予約】 14:00～16:00 　１５日（水）

行政相談    【事前予約】 13:00～16:00 １０日（金）

人権相談　　【事前予約】 13:00～16:00

※「一般相談」、「市政相談」以外の相談については、相談時間を越えての相談はご遠慮いただいております。

＊定員6名・相談時間原則30分、相談日前日の午前中まで受付

＊定員6名・相談時間原則30分、相談日2日前の午前中まで受付

＊定員6名・相談時間原則30分、相談日前日の午前中まで受付

＊予約について

＊相談日前日の午前中まで受付

＊定員4名・相談時間は原則30分

＊定員6名・相談時間原則30分、相談日2日前の午前中まで受付

近隣との境界問題、土地・建物の測量や分筆、表示登記など 福岡県土地家屋調査士会 予約は不要、相談時間は原則30分

＊予約について

＊相談日前日の午前中まで受付

＊定員4名・相談時間は原則30分

許認可、悪徳商法、自筆証書遺言、外国人の関係など 福岡県行政書士会 予約は不要、相談時間は原則30分

年金、健康保険、雇用保険、労災、賃金、退職、労働時間、雇用契約など 福岡県社会保険労務士会県南支部 予約は不要、相談時間は原則30分

管理組合の運営・規約、区分所有のトラブル、設備管理など 一般社団法人福岡県マンション管理士会
＊定員4名・相談時間は原則40分
予約は相談日２日前の午前中まで。

売買・賃貸契約、賃貸管理、その他不動産に関するトラブル等 福岡県宅地建物取引業協会久留米支部 予約は不要、相談時間は原則30分

国・県・市や独立行政法人等への意見・要望・苦情等 九州管区行政評価局 行政相談委員
＊定員6名・相談時間は原則30分
予約は相談日２日前の午前中まで。

いじめ・パワハラ・名誉毀損、近所や職場などのトラブル等 久留米人権擁護委員協議会 
＊定員6名・相談時間は原則30分
予約は相談前日の午前中まで。

示談の進め方、損害額の算定、その他交通事故のトラブル等 福岡県生活安全課 交通事故相談所
＊各日定員8名・相談時間は原則30分
予約は相談日２日前の午前中まで

出入国関係（日本人を含む）、在留諸申請、その他入管手続き 福岡出入国在留管理局
＊定員3名程度・相談時間は原則40分
予約は相談日２日前の午前中まで

建築規制、住宅設備、新築・リフォーム工事や欠陥トラブル等 福岡県建築士会久留米地域会
＊定員4名・相談時間は原則45分
予約は相談日の２日前の午前中まで

相続税や贈与税、不動産の譲渡所得などの国税について 九州北部税理士会久留米支部
＊定員12名・相談時間は原則30分
予約は相談日２日前の午前中まで

遺言・相続・成年後見・離婚などの公正証書について 公証人、行政書士等
＊定員4名・相談時間は原則30分
予約は相談日の２日前の午前中まで

相続、遺言、不動産や会社の登記、裁判所提出書類など 福岡県司法書士会筑後支部
＊定員12名・相談時間は原則30分
予約は相談日２日前の午前中まで

日常生活の悩みや困りごと、市政への意見・要望等 広聴・相談課職員 予約は不要

相続、遺言、離婚、債権、事件・事故など法律全般の相談 福岡県弁護士会筑後部会 
＊各日定員12名
相談時間は原則30分

令和８年度 市民相談のご案内（４月）【予約・問い合わせ：広聴・相談課 電話:0942-30-9017 FAX:0942-30-9711】

久留米市役所では、日常の生活から生じる市民の個人的な悩みやトラブルなどに対して、以下の各種相談を開設しております。ご利用ください。なお、事
前予約が必要な相談がありますのでご留意ください（※令和８年度から、「行政相談」、「人権相談」、「マンション管理士相談」も事前予約が必要にな
りました。）
※事前予約を要する相談は、３月９日（月）から受付開始。先着順。受付時間：平日　８：３０～１７：１５。

おもな内容 相談担当 ＊予約について


